
令和７年度

千葉県高齢者権利擁護・身体拘束廃止研修

（管理者課程）

行政説明

千葉県 高齢者福祉課 法人指導班



本日の研修で特に実施いただきたいこと

① ご家族や職員から『虐待と思われる』報告があった場合には、
dd虐待の程度に関わらず、所在の市町村へ施設長（管理者）から
dd通報を行うこと。

② 各施設・事業所における指針や報告体制については、
ss 職員の方が知らないことがないように周知を図ること。

③ 各研修について、定期的に実施するとともに、
f   実施日、研修の内容、参加者等の実施した記録をつけること。
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高齢者虐待防止法の概要

・法律ができた背景

Ｈ１２年 児童虐待防止法

Ｈ１５年 厚生労働省による調査

虐待を受けている高齢者のうち、約１割が生命に

関わる危険な状態であった

約半数が心身の健康に悪影響がある状態であった

Ｈ１８年 高齢者虐待防止法

Ｈ２３年 障害者虐待防止法
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高齢者虐待防止法（法第1条）

（目的）

第一条 この法律は、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者

の尊厳の保持にとって高齢者に対する虐待を防止することが極めて重

要であること等にかんがみ、高齢者虐待の防止等に関する国等の責務、

高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置、養護者の負担

の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による高齢者虐待の防止

に資する支援のための措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止、

養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって高齢者の権利利

益の擁護に資することを目的とする。
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高齢者虐待防止法の概要（法第1条）

・特徴

① 住民に最も身近な市町村や都道府県を具体的な対策の

担い手として位置付けること

② 高齢者虐待の早期発見、早期対応を図ること

③ 養護者の支援を行い、その負担の軽減を図ること

・目的

高齢者の権利利益の擁護
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条文の読み方P.1

第二条 この法律において「高齢者」とは、六十五歳以上の者をいう。

２ この法律において「養護者」とは、高齢者を現に養護する者であって・・・・

３ この法律において「高齢者虐待」とは、養護者による高齢者虐待及び養介護施設従

事者等による高齢者虐待をいう。

４ この法律において「養護者による虐待」とは次のいずれかに該当する行為をいう。

一 養護者がその養護する高齢者について次に行う行為

イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること

ロ 高齢者を衰弱させるような・・・・

項 “ 第二条第１項 ”

号
“ 第二条第４項第一号イ ”

条文の読み方
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高齢者虐待の早期発見（法第5条）

第五条

養介護施設、病院、保健所その他高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び養介護施設

従事者等、医師、保健師、弁護士その他高齢者の福祉に職務上関係のある者は、高齢者虐

待を発見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めなければならない。

⇒ 高齢者虐待について、養介護施設従事者に虐待の早期発見が

期待されている。

※高齢者虐待：法第２条第３項『この法律において「高齢者虐待」とは、養護者

による高齢者虐待及び養介護施設従事者等による高齢者虐待をいう。』 17



養護者による虐待の防止（法第7条）

・高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合で、

当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている

⇒ 速やかに、市町村に通報しなければならない

・高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、

⇒ 速やかに、市町村に通報するよう努めなければならない
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養護者における虐待の防止（法第9条）

通報後の流れ

市町村による事実の確認（立入調査）

市町村による対応

・ 措置入所（一時的に保護するため、養護老人ホームや

特別養護老人ホームへ入所）

・ 在宅で必要な福祉サービスの提供

・ 成年後見等の審判開始請求
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養介護施設従事者等による虐待の防止（法第2条第5項）

・以下の施設、サービス業務に従事する者が対象

【施設】 （法律上：養介護施設）

老人福祉施設（老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、

養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム等）、

有料老人ホーム、介護老人保健施設 等

【サービス】 （法律上：養介護事業）

老人居宅生活支援事業、居宅サービス事業、居宅介護支援事業、

介護予防サービス事業、介護予防支援事業 等

⇒ 高齢者介護に携わる業務に従事する者は、ほぼ対象になる
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養介護施設従事者等による虐待の防止（法第2条第5項）

虐待行為

イ 身体的虐待：外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること

ロ 介護・世話の放棄・放任：衰弱させるような著しい減食、長時間の
dd 放置など

ハ 心理的虐待：著しい暴言、著しく拒絶的な対応など

ニ 性的虐待：高齢者にわいせつな行為をすること・させること

ホ 経済的虐待：高齢者の財産を不当に処分する、不当に財産の
dd  利益を得る
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【参考】養介護施設従事者等による虐待の例 ①
区分 具体例

身体的虐待 ① 暴力的行為で、痛みを与えたり、身体にあざや外傷を与える行為
・平手打ちをする。つねる。殴る。蹴る。 ・ぶつかって転ばせる。
・刃物や器物で外傷を与える。 ・入浴時、熱い湯やシャワーをかけてやけどをさせる。
・本人に向けて物を投げつけたりする。

② 本人の利益にならない強制による行為、代替方法を検討せずに高齢者を乱暴に扱う行為
・医学的診断や介護サービス計画等に位置付けられておらず、身体的苦痛や病状悪化を招く行為を強要する。
・介護がしやすいように、職員の都合でベッド等へ抑えつける。
・車椅子やベッド等から移動させる際に、必要以上に身体を高く持ち上げる。
・食事の際に、職員の都合で、本人が拒否しているのに口に入れて食べさせる。
・家族からの要望等で、高齢者の自宅に外鍵をかけて外出できないようにする。
・通所サービスの送迎時に、無理やり車両に乗降させる、身体を強く引っ張る。

③ 「緊急やむを得ない」場合以外の身体的拘束等

介護・世話の
放棄・放任

① 必要とされる介護や世話を怠り、高齢者の生活環境・身体や精神状態を悪化させる行為
・入浴しておらず異臭がする、髪・ひげ・爪が伸び放題、汚れのひどい服や破れた服を着せている等、日常的に著しく

   不衛生な状態で生活させる。
・褥瘡（床ずれ）ができるなど、体位の調整や栄養管理を怠る。
・おむつが汚れている状態を日常的に放置している。
・健康状態の悪化をきたすほどに水分や栄養補給を怠る。
・健康状態の悪化をきたすような環境（暑すぎる、寒すぎる等）に長時間置かせる。
・室内にごみが放置されている、鼠やゴキブリがいるなど劣悪な環境に置かせる。 112



【参考】養介護施設従事者等による虐待の例 ②
区分 具体例

介護・世話の
放棄・放任

② 高齢者の状態に応じた治療や介護を怠ったり、医学的診断を無視した行為
・医療が必要な状況にもかかわらず、受診させない。あるいは救急対応を行わない。
・処方通りの服薬をさせない、副作用が生じているのに放置している、処方通りの治療食を食べさせない。
・介護提供事業者等からの報告・連絡等を受けていたにもかかわらず、高齢者の状態変化に伴う介護計画等の見直し
を怠る。

③ 必要な用具の使用を限定し、高齢者の要望や行動を制限させる行為
・ナースコール等を使用させない、手の届かないところに置く。
・必要なめがね、義歯、補聴器等があっても使用させない。

④ 高齢者の権利を無視した行為又はその行為の放置
・他の利用者に暴力を振るう高齢者に対して、何ら予防的手立てをしていない。
・高齢者からの呼びかけに対し「ちょっと待ってね」等と言い、その後の対応をしない。
・必要なセンサーの電源を切る。

⑤ その他職務上の義務を著しく怠ること
・施設管理者や主任等が虐待の通報義務や虐待防止措置義務を怠る。

心理的虐待 ① 威嚇的な発言、態度
・怒鳴る、罵る。 ・「ここ（施設・居宅）にいられなくしてやる」、「追い出すぞ」などと言い脅す。

② 侮辱的な発言、態度
・排せつの失敗や食べこぼしなど老化現象やそれに伴う言動等を嘲笑する。
・日常的にからかったり、「死ね」など侮蔑的なことを言う。 ・排せつ介助の際、「臭い」、「汚い」などと言う。
・子ども扱いするような呼称で呼ぶ。 ・本人の性的指向・ジェンダーアイデンティティに関する侮辱的な言動を行う。
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【参考】養介護施設従事者等による虐待の例 ③

区分 具体例

心理的虐待 ③ 高齢者や家族の存在や行為を否定、無視するような発言、態度
・「意味もなくコールを押さないで」、「なんでこんなことができないの」などと言う。
・他の利用者に高齢者や家族の悪口等を言いふらす。 ・話しかけ、ナースコール等を無視する。
・高齢者の大切にしているものを乱暴に扱う、壊す、捨てる。
・高齢者がしたくてもできないことを当てつけにやってみせる（他の利用者にやらせる）。

④ 高齢者の意欲や自立心を低下させる行為
・トイレを使用できるのに、職員の都合を優先し、本人の意思や状態を無視しておむつを使う。
・自分で食事ができるのに、職員の都合を優先し、本人の意思や状態を無視して食事の全介助をする。

⑤ 心理的に高齢者を不当に孤立させる行為
・本人の家族に伝えてほしいという訴えを理由なく無視して伝えない。
・理由もなく住所録を取り上げるなど、外部との連絡を遮断する。
・面会者が訪れても、本人の意思や状態を無視して面会させない。

⑥ その他
・車椅子での移動介助の際に、速いスピードで走らせ恐怖感を与える。
・自分の信仰している宗教に加入するよう強制する。
・入所者の顔に落書きをして、それをカメラ等で撮影し他の職員に見せる。
・本人の意思に反した異性介助を繰り返す。
・浴室脱衣所で、異性の利用者を一緒に着替えさせたりする。
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【参考】養介護施設従事者等による虐待の例 ④

区分 具体例

性的虐待 ○ 本人への性的な行為の強要又は性的羞恥心を催すあらゆる形態の行為。
・性器等に接触したり、キス、性的行為を強要する。
・性的な話しを強要する（無理やり聞かせる、無理やり話させる）。
・わいせつな映像や写真を見せる。
・本人を裸にする、又はわいせつな行為をさせ、映像や写真に撮る。撮影したものを他人に見せる。
・排せつや着替えの介助がしやすいという目的で、下（上）半身を裸にしたり、下着のままで放置する。
・人前で排せつをさせたり、おむつ交換をしたりする。またその場面を見せないための配慮をしない。

経済的虐待 ○ 本人の合意なしに、又は、判断能力の減退に乗じ、本人の金銭や財産を本人以外のために消費すること。
あるいは、本人の生活に必要な金銭の使用や本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

・事業所に金銭を寄付・贈与するよう強要する。
・金銭・財産等の着服・窃盗等（高齢者のお金を盗む、無断で使う、処分する、無断流用する、おつりを渡さない）。
・立場を利用して、「お金を貸してほしい」と頼み、借りる。
・日常的に使用するお金を不当に制限する、生活に必要なお金を渡さない。
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養介護施設従事者等による虐待の防止（法第21条）

・養介護施設従事者等は、当該養介護施設従事者等がその業務に従事
している養介護施設又は養介護事業において、業務に従事する養介護施設
従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる 高齢者を発見した場合は、
速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

⇒ 自施設内・事業所内で高齢者虐待受けたと思われる高齢者

を発見した場合は、生命身体の状態に関わらず、市町村に

通報しなければならない。
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本人・家族 職員 責任者
施設長

（管理者）

職員

（目撃）

相談 報告

報告

報告

（参考）千葉県高齢者虐待対応マニュアル P.146・対応例

⇒ 予め組織として対応を決めておくことが重要

① 事実確認
② 被虐待者の保護
③ 相談者・報告者

の保護
④ 市町村への通報
⑤ 家族への説明等

ポイント① 虐待の程度等を理由に市町村へ報告していない例がある。

養介護施設従事者等による虐待の防止
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身体的拘束について（老人福祉法第17条）

都道府県は、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び

運営について、条例で基準を定めなければならない。（中略）

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

第十六条

４ 当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動

を制限する行為を行ってはならない。

・特別養護老人ホームの例
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５ 身体的拘束等を行う場合、その態様及び時間、その際の入所者の心身の

     状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない   

６ 次に掲げる措置を講じなければならない

① 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（三月に一回

       以上）の開催及び、職員への結果の周知徹底

② 身体的拘束等の適正化のための指針の整備

③ 職員への定期的な研修の実施

※①から③は身体的拘束を行っていない場合でも措置を講じる必要がある

身体的拘束について
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身体的拘束等廃止の国の動向

①身体的拘束廃止の原則禁止は、全サービスで基準省令で定められている。

※訪問、通所、福祉用具貸与、福祉用具販売、居宅介護支援は、

令和６年度介護報酬改定にて新設）

②身体拘束廃止未実施減算について、

・施設系サービス、居住系サービスは、基準を満たさない場合、

所定単位数の１００分の１０の減算。（平成３０年度見直し）

・短期入所系サービス、多機能系サービスは、基準を満たさない場合、

所定単位数の１００分の１の減算。（令和６年度新設）
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特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

第三十二条の二 特別養護老人ホームは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる
措置を講じなければならない。

①虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催すると                     

     ともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること

 ②虐待防止のための指針を整備すること

③職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること

④虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を置くこと

※令和３年４月１日施行、令和６年４月１日より義務化

虐待の防止について

ポイント②各職員が指針や報告体制を把握していないことがある。

ポイント③研修の内容がわからなかったり、参加者にばらつきがある。



○高齢者虐待に関する通報件数 １４９件〔１２３件〕
└うち虐待が確認されたのが ６０件〔３６件〕

内訳 特別養護老人ホーム ２２件〔１４件〕

住宅型有料老人ホーム １５件〔 ７件〕

介護老人保健施設 ７件〔 ０件〕

介護付き有料老人ホーム ５件〔 ３件〕

短期入所施設 ４件〔 ４件〕

認知症対応型共同生活介護事業所 ２件〔 １件〕

訪問介護等 ２件〔 １件〕

通所介護等 １件〔 ５件〕

介護医療院 １件〔 ５件〕

小規模多機能型居宅介護等 １件〔 １件〕

令和５年度の千葉県における
養介護施設従事者等による虐待の状況（施設種別）

〔 〕は前年度
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令和５年度の千葉県における
養介護施設従事者等による虐待の状況（虐待種別）

○虐待を受けたと特定された人数は９５人〔４９人〕
└内訳は「身体的虐待」が ６８．４％〔５１．０％〕

「心理的虐待」が ２０．０％〔３２．７％〕

「介護等放棄」が １６．８％〔１６．３％〕

「性的虐待」 が ２．１％〔１０．２％〕

「経済的虐待」が ２．１％〔 ０％〕

※被虐待者数が多人数のため、人数や年齢等が特定できない場合は不明

として全体の人数や割合には計上していない。

〔 〕は前年度
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千葉県における養介護施設従事者等による虐待の推移
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⇒通報件数、認定件数、認定人数とも増加している。

前年度比
1.21倍

前年度比
1.93倍

前年度比
1.66倍
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「高齢者虐待防止法」に基づく調査結果（全国）について〔国公表資料〕

調査対象年度 本人 倍率 家族 倍率 職員 倍率 元職員 倍率 管理者 倍率 医師等 倍率 ケアマネ 倍率 相談員 倍率

76 595 1,125 293 654 112 135 14

1.9% 15.2% 28.7% 7.5% 16.7% 2.9% 3.4% 0.4%

63 332 637 237 346 75 103 5

2.6% 13.9% 26.7% 9.9% 14.5% 3.1% 4.3% 0.2%

1.21倍 1.79倍 1.77倍

令和５年度

令和２年度

1.24倍 1.89倍 1.49倍 1.31倍 2.80倍

調査対象年度 包括 倍率 社協 倍率 国保 倍率 県 倍率 警察 倍率 その他 倍率 不明 倍率 計 倍率

119 6 3 82 72 426 205 3,917

3.0% 0.2% 0.1% 2.1% 1.8% 10.9% 5.2% 100%

81 5 3 52 56 266 129 2,390

3.4% 0.2% 0.1% 2.2% 2.3% 11.1% 5.4% 100%

1.47倍

令和５年度

令和２年度

1.64倍1.20倍 1.00倍 1.58倍 1.29倍 1.60倍 1.59倍

○通報者の属性状況（虐待防止策義務付け前の令和２年度と比較。）

⇒ 全体としては、1.64倍増加。
各属性で増加傾向にあるが、件数が多い属性で家族、職員、管理者の通報件数が増加している。
一方で、元職員からの通報件数はあまり増加していない。

※その他の例として、市職員、職員の友人等が含まれている。

※※介護サービス相談員
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①被虐待者の性別

年度 男性 女性 不明 合計

637 1,637 25 2,299

27.7% 71.2% 1.1% 100.0%

381 1,008 17 1,406

27.1% 71.7% 1.2% 100.0%

令和５年度

令和４年度

年度 ~65歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90~94歳 95~99歳 100歳~ 不明 合計

50 66 152 219 364 497 512 232 51 192 2,335

2.1% 2.8% 6.5% 9.4% 15.6% 21.3% 21.9% 9.9% 2.2% 8.2% 100.0%

24 43 72 143 204 335 330 169 28 58 1,406

1.7% 3.1% 5.1% 10.2% 14.5% 23.8% 23.5% 12.0% 2.0% 4.1% 100.0%

令和５年度

令和４年度

②被虐待者の年齢

③被虐待者の要介護度 ④被虐待者の自立度
令和５年度 令和４年度

要介護度 人数 割合 件数順 要介護度 人数 割合 件数順

自立 61 2.6% 6 自立 7 0.5% 6

要支援１ 23 1.0% 8 要支援１ 5 0.4% 8

要支援２ 24 1.0% 7 要支援２ 6 0.4% 7

要介護１ 167 7.2% 5 要介護１ 118 8.4% 4

要介護２ 229 9.8% 4 要介護２ 114 8.1% 5

要介護３ 528 22.6% 2 要介護３ 347 24.7% 2

要介護４ 658 28.2% 1 要介護４ 466 33.1% 1

要介護５ 442 18.9% 3 要介護５ 262 18.6% 3

不明 203 8.7% - 不明 81 5.8% -

合計 2,335 100.0% - 合計 1,406 100.0% -

令和５年度 令和４年度

認知症自立度 人数 割合 件数順 認知症自立度 人数 割合 件数順

自立 53 2.3% 5 自立 25 1.8% 6

Ⅰ 92 3.9% 4 Ⅰ 43 3.1% 4

Ⅱ 420 18.0% 2 Ⅱ 237 16.9% 2

Ⅲ 636 27.2% 1 Ⅲ 439 31.2% 1

Ⅳ 305 13.1% 3 Ⅳ 176 12.5% 3

M 33 1.4% 6 M 31 2.2% 5

認知症有自立度不明 311 13.3% - 認知症有自立度不明 248 17.6% -

認知症有無不明 485 20.8% - 認知症有無不明 207 14.7% -

合計 2,335 100.0% - 合計 1,406 100.0% -

⇒ 被虐待者の７割が女性。 ⇒ 80代が最も多く、90代、70代と続いている。

⇒ 要介護４、３、５の順番で多く、
要介護３以上の方が約７割以上を占めている。

⇒ 認知症自立度がⅢ、Ⅱ、Ⅳの順で多くなっている。

「高齢者虐待防止法」に基づく調査結果（全国）について〔国公表資料〕

26



虐待者の性別、年齢の状況

⇒ 虐待者の男女比については、
介護従事者全体（介護労働実態調査）に占める男性の割合が、２０％程度であることを踏まえると、
虐待者は、相対的に男性の割合が高い。

性別 男性 女性 不明 計

令和５年度 736 601 14 1,351

令和４年度 529 460 35 1,024

①虐待者の性別

男性, 54.5%

男性, 51.7%

女性, 44.5%

女性, 44.9%

不明, 1.0%

不明, 3.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

令和５年度

令和４年度

男性 女性 不明

②虐待者の年齢

分母 20,699名 分母 1,351名

男性 女性 男性 女性

23.0% 73.9% 54.5% 44.5%

4,761名 15,297名 736名 601名

介護職員全体

割合

虐待者

割合

男性 合計 ~30歳 30~39歳 40~49歳 50歳~

介護職員全体 4,761名
10.4% 28.5% 33.9% 27.2%

495名 1,357名 1,614名 1,295名

虐待者 736名
17.9% 25.2% 25.2% 31.8%

132名 186名 186名 234名

介護職員全体に占める割合 26.6% 13.7% 11.5% 18.1%

女性 合計 ~30歳 30~39歳 40~49歳 50歳~

介護職員全体 15,297名
5.2% 14.1% 27.4% 53.2%

795名 2,157名 4,191名 8,138名

虐待者 601名
10.4% 12.4% 17.8% 59.4%

63名 75名 107名 357名

介護職員全体に占める割合 7.9% 3.5% 2.6% 4.4%

年度 性別／年齢 ~30歳 30~39歳 40~49歳 50歳~ 計

男性 17.9% 25.2% 25.2% 31.8% 100%

女性 10.4% 12.4% 17.8% 59.4% 100%

男性 20.8% 25.0% 22.2% 32.1% 100%

女性 9.1% 15.0% 21.2% 54.7% 100%
令和４年度

令和５年度

⇒ 虐待者の男女別年齢で見ると、
男性・女性それぞれで「30歳未満」
の虐待者の割合が他と比べて高い。

「高齢者虐待防止法」に基づく調査結果（全国）について〔国公表資料〕



養介護施設従事者等による虐待の状況

運営法人（経営層）の課題

虐待を行った職員の課題

被虐待高齢者の状況

組織運営上の課題

業務環境変化への対応取組が不十分、現場の実態の理解不足 など

チームケア体制・連携体制が不十分、業務負担軽減
に向けた取組が不十分、職員の指導管理体制が不
十分 など

虐待や権利擁護・身体拘束廃止に関する知識の欠如、
ストレス・感情コントロール、資質の問題 など

排泄や呼び出しが頻回、認知症による行動・心理症状、意思表示が困難 など

虐待事例の概要
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千葉県が設置する介護生産性向上総合相談センターです。
介護現場で働く皆さんの業務改善における悩み事の相談や、現場職員
の方々の負担軽減、業務効率アップを目的とする介護ロボットの導入等
をサポートするワンストップ窓口です。

センター所在地・概要
住所 千葉市中央区中央３－３－１フジモト第一生命ビル6階千葉県介護労働安定センター千葉支部内
電話 ０４３－２１６－２０１１
メール kaigochiba@kaigo-center.or.jp
ホームページ https://chiba-kaigocenter.com 
営業時間 平日９：００～１７：００ ※土日祝日はお休みしております。

ホームページQRコード

千葉県介護業務効率アップセンター紹介
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30Copyright.

業務改善手法に関する介護

現場からの相談に対応します。

業務改善方法の紹介や、介護

ロボット製品情報、補助金・基

金の紹介等を行います。

※オンラインでも対応可

現場の課題とそれに応じた改善

方法や介護ロボットの選定手

法、改善時の留意事項、効果、

取組事例等を説明する研修会

を実施します。

介護ロボットの試しに使ってみた

いという介護現場から、介護ロ

ボットの試用貸出依頼を受付、

企業へ取り次ぎます。

介護現場に対し、現場課題の

見える化、課題に応じた業務改

善手法（適切な介護ロボット選

定等）、業務改善に伴う現場

のオペレーション変更に関する助

言等個別支援を行います。

①各種相談 ②研修会

③介護ロボット・ICT機器貸出 ④伴走支援
※貸出自体の費用が無料

運搬に係る費用など別途かかる可能性があります。

主な支援内容 ※無料で受けられます！
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31Copyright.

業務改善を取り組みたいが、何から始めればよいか分からない

介護ロボット・ICT機器を導入したいが、何を入れればよいか分からない

介護ソフトを導入したいが、どのようなソフトを入れればよいか分からない

介護助手を導入したいが、どのような業務を任せればよいか分からない

何を相談したらいいか、まだ考えがまとまっていないけど聞いてほしい

活用できる補助金があれば取り組んでみたい！教えてほしい

介護現場の業務改善について一から丁寧にお答えします！！

上記に関わらずお困りの際には、千葉県介護業務効率アップセンターにご相談ください！

相談例 効率化！

業務負担の改善！

ＩＣＴ化って言われても

どうしたらいいか

わからない
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・令和5年度における県内の高齢者虐待の対応状況について（千葉県）
https://www.pref.chiba.lg.jp/koufuku/gyakutaiboushi/taiou-r05.html

・千葉県高齢者虐待対応マニュアル
https://www.pref.chiba.lg.jp/koufuku/gyakutaiboushi/taiou.html

・介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001248430.pdf

・高齢者虐待防止に資する研修・検証資料等（厚生労働省）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22750.html

・千葉県介護業務効率アップセンター
電話 ０４３－２１６－２０１１
ホームページ https://chiba-kaigocenter.com

・千葉県外国人介護人材支援センター
電話 ０１２０－０５４－７６２

  ホームページ https://www.cfcc.jp/

【参考】
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